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【 農薬取締法（抜粋） 】

農薬取締法（昭和２３年７月１日 法律第８２号）

（平成１５年６月１１日最終改正）

（目的）

第１条 この法律は、農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等

を行うことにより、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用の確保を

図り、もって農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の

生活環境の保全に寄与することを目的とする。

（定義）

第１条の２ この法律において「農薬」とは、農作物（樹木及び農林産物を含

む。以下「農作物等」という ）を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみそ。

の他の動植物又はウイルス（以下「病害虫」と総称する ）の防除に用いら。

れる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤（その薬剤を原料又は材料として使用した

資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む ）及び農。

作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その

他の薬剤をいう。

２ 前項の防除のために利用される天敵は、この法律の適用については、これ

を農薬とみなす。

３ （略）

４ この法律において「残留性」とは、農薬の使用に伴いその農薬の成分であ

る物質（その物質が化学的に変化して生成した物質を含む ）が農作物等又。

は土壌に残留する性質をいう。

（公定規格）

第１条の３ 農林水産大臣は、農薬につき、その種類ごとに、含有すべき有効

成分の量、含有を許される有害成分の最大量その他必要な事項についての規

格（以下「公定規格」という ）を定めることができる。。

２ （略）
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（農薬の登録）

第２条 製造者又は輸入者は、農薬について、農林水産大臣の登録を受けなけ

れば、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。ただし、そ

の原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがない

ことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬（以下

「特定農薬」という ）を・・・ 略 ・・・この限りでない。。 （ ）

２～６ （略）

第３条及び第４条 （略）

（登録の有効期間）

第５条 第２条第１項の有効期間は３年とする。

第６条 （略）

（製造者及び輸入者の農薬の表示）

第７条 製造者又は輸入者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬

を販売するときは、その容器（容器に入れないで販売する場合にあってはそ

の包装）に次の次項の真実な表示をしなければならない。以下 略。

（販売者の届出）

第８条 販売者は、その販売所ごとに、次の事項を当該販売所の所在地を管

轄する都道府県知事に届け出なければならない。

１ 氏名及び住所

２ 当該販売所

２及び３ （略）

（販売者についての農薬の販売の制限又は禁止等）

第９条 販売者は、容器又は包装に第７条の規定による表示のある農薬及び特

定農薬以外の農薬を販売してはならない。

２～４ （略）

第１０条 （略）
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（使用の禁止）

第１１条 何人も、次の各号に掲げる農薬以外の農薬を使用してはならない。

但し、試験研究の目的で使用する場合、第２条第１項の登録を受けた者が製

造し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供す

る場合その他の農林水産省令・環境省令で定める場合は、この限りでない。

１ 容器又は包装に第７条の規定による表示のある農薬

２ 特定農薬

（農薬使用の規制）

第１２条 農林水産大臣及び環境大臣は、農薬の安全かつ適正な使用を確保す

るため、農林水産省令・環境省令をもって ・・・ 略 ・・・、その種類ご、 （ ）

とに、その使用時期及び方法その他の事項について農薬を使用する者が遵守

すべき基準を定めなければならない。

２ （略）

３ 農薬使用者は、第１項の基準に違反して、農薬を使用してはならない。

（水質汚濁性農薬の使用の規制）

第１２条の２ 政府は、政令をもって、次の各号の要件のすべてを備える種類

の農薬を水質汚濁性農薬として指定する。

１ 当該種類の農薬が相当広範な地域においてまとまって使用されている

か、又は当該種類の農薬の普及の状況からみて近くその状態に達する見

込みが確実であること

２ 当該種類の農薬が相当広範な地域においてまとまって使用されるとき

は、一定の気象条件、地理的条件その他の自然的条件のもとでは、その

使用に伴うと認められる水産物植物の被害が発生し、かつ、その被害が

著しいものとなるおそれがあるか、又はその使用に伴うと認められる公

共用水域の水質の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水の利用が原因と

なって人畜に被害を生ずるおそれがあるかのいずれかであること。

（農薬の使用の指導）

第１２条の３ 農薬使用者は、農薬の使用に当たっては、農業改良助長法第１

４条の２第１項に規定する改良普及員若しくは植物防疫法（昭和２５年法律

第１５１号）第３３条第１項に規定する病害虫防除員又はこれらに準ずるも

のとして都道府県知事が指定する者の指導を受けるように努めるものとす

る。
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（農林水産大臣及び都道府県知事の援助）

第１２条の４ 農林水産大臣及び都道府県知事は、農薬について、その使用に

伴うと認められる人畜、農作物等若しくは水産動植物の被害、水質の汚濁又

は土壌の汚染を防止するため必要な知識の普及、その生産、使用等に関する

情報の提供その他その安全かつ適正な使用の確保と品質の適正化に関する助

言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。

第１３条～第１６条 （略）

（罰則）

第１７条 次の各号のいずれかに該当する者は、３年以下の懲役若しくは百万

円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

１ 第２条第１項 ・・・・ 略 ・・・・、第１１条又は第１２条第３項の、 （ ）

規定に違反した者

２ （略）

３ 第１２条の２第２項の規定により定められた規則の規定に違反して都道

府県知事の許可を受けないで水質汚濁性農薬に該当する農薬を使用した者

４ （略）

第１８条 次の各号にいずれかに該当する者は、６月以下の懲役若しくは三十

万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

１ （略）

２ 第１３条第１項若しくは第３項の規定による報告を怠り、若しくは虚

偽の報告をし、又は同条第１項若しくは第３項若しくは第１３条の２第

１項の規定による集取若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

３ （略）

第１８条の２ （略）

第１９条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者

が、その法人又は人の業務に関して、前３条の違反行為をしたときは、行為

者を罰するほか、その法人に対して次の各号に定める罰金刑を、その人に対

して各本条の罰金刑を科する。

１ 第１７条第１号（第２条第１項又は第９条第１項に係る部分に限る 、。）

第２号又は第３号１億円以下の罰金刑

２ 第１７条（前号に係る部分を除く 、第１８条又は第１８条の２各本。）

条の罰金刑
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【 食品衛生法（抜粋） 】

食品衛生法 （昭和２２年１２月２４日 法律第２３３号）

（平成１５年５月３０日最終改正）

第１章 総則

（目的）

第１条 この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な

規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生

を防止し、もつて国民 の健康の保護を図ることを目的とする。

第２条～第４条 （案）

（定義）

第４条 この法律で食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、薬事法に規定

する医薬品及び医薬部外品は、これを含まない。

２ この法律で添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しく

は保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物

をいう。

３ （略）

４ この法律で器具とは、飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製

造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食

品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいう。ただし、農業及

び水産業における食品の採集の用に供される機械、器具その他の物は、これ

を含まない。

５ この法律で容器包装とは、食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、

食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。

６ この法律で食品衛生とは、食品、添加物、器具及び容器包装を対象とする

飲食に関する衛生をいう。

７ （略）
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８ この法律で営業とは、業として、食品若しくは添加物を採取し、製造し、

輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること又は器具

、 、 。 、若しくは容器包装を製造し 輸入し 若しくは販売することをいう ただし

農業及び水産業における食品の採取業は、これを含まない。

９ この法律で営業者とは、営業を営む人又は法人をいう。

第２章 食品及び添加物

（販売用の食品及び添加物の取扱原則）

第５条 販売（不特定多数又は多数の者に対する販売以外の授受を含む。以下

同じ ）の用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯。

蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行わなければならない。

（不衛生な食品又は添加物の販売等の禁止）

第６条 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し（不特定又は多数の者に

。 。） 、授与する販売以外の場合を含む 以下同じ 又は販売の用に供するために

採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列

してはならない。

１．腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。但し、一般に人の

健康を害う虞がなく飲食に適すると認められているものは、この限りでな

い。

２．有害な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは附着し、又はこれらの

疑いがあるもの。但し、人の健康を害う虞がない場合として厚生労働大臣

が定める場合においては、この限りではない。

３．病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を害う虞が

あるもの。

４．不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を害う虞があ

るもの。

第７条～第９条 （略）

（添加物等の販売等の禁止）

第１０条 人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が薬事・食

品衛生審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物（天然香料及び

一般に食品として飲食に供されているものであって添加物として使用される
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ものを除く ）並びにこれを含む製剤又は食品は、これを販売し、又は販売。

の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは

陳列してはならない。

（食品又は添加物の基準、規格の制定）

第１１条 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事･食品衛生審議会の意

見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調

理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しく

は添加物の成分につき規格を定めることができる。

２ 前項の規定により基準又は規格が定められたときは、その基準に合わない

方法により食品若しくは添加物を製造し、加工し、使用し、調理し、若しく

は保存し、その基準に合わない方法により食品若しくは添加物を販売し、若

しくは輸入し、又はその規格に合わない食品若しくは添加物を製造し、輸入

し、加工し、使用し、調理し、保存し、若しくは販売してはならない。

第１２条～第１４条 （略）

第３章 器具及び容器包装

（営業上使用する器具及び容器包装の取扱原則）

第１５条 営業上使用する器具及び容器包装は、清潔で衛生的でなければなら

ない。

（有害物質な器具又は容器包装の販売等の禁止）

第１６条 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは附着した人の健康

を害する虞がある器具若しくは容器包装又は食品若しくは添加物に接触して

これらに有害な影響を与えることにより人の健康を害する虞がある器具若し

くは容器包装は、これを販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは

輸入し、又は営業上使用してはならない。

第１７条 （略）

（器具又は容器包装の規格・基準の制定）

第１８条 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意

見を聴いて、販売の用に供し、若しくは営業上使用する器具若しくは容器包

装若しくはこれらの原材料につき規格を定め、又はこれらの製造方法につき
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基準を定めることができる。

２ 前項の規定により規格又は基準が定められたときは、その規格に合わない

器具若しくは容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは

輸入し、若しくは営業上使用し、その規格に合わない原材料を使用し、又は

その基準に合わない方法により器具若しくは容器包装を製造してはならな

い。

第１９条～第７９条 （略）

附則 （略）
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三重県食の安全・安心確保基本方針

Ⅰ 趣旨

平成１３年９月の牛海綿状脳症（ＢＳＥ）の発生や食品の虚偽表示が発端と

なり、その後の無登録農薬の違法販売や使用などにより消費者の食に対する不

安や不信感が増大し、安全な食品へのニーズが著しく高まっています。

食の安全・安心を確保するためには、県は自らの役割を着実に実施するとと

もに、事業者は自主管理による安全な食品の生産・供給をおこない、消費者は

食品の特性を正しく理解して消費することが必要です。

この基本方針は、県の取組姿勢を明らかにし、消費者、事業者、県行政などの

協働による総合的な取り組みをすすめ 「県内で消費される食品、県内でつく、

」 。られた食品は安全・安心 という食に対する信頼感を高めようとするものです

Ⅱ 取り組みの基本姿勢

食の安全・安心は、食に関わるすべての主体が「価値の重要性を共有」し、

「責任ある行動」をとるとともに 「協働」することによって確保されるもの、

です。

県は、それぞれの主体が食の安全・安心確保を進める環境をつくるため、４

つの枠組みで施策を推進します。

１ 生産から消費にいたるまでの一貫した監視・指導システムの確立

２ 食の安全・安心確保に取り組む事業者が評価され、経営面において有利に

働く環境の整備

３ 情報公開などにより消費者の合理的な選択を促進する環境の整備

４ 消費者、事業者などの自主的活動が県民運動へ広がる環境の整備

Ⅲ 具体的な施策

１ 生産から消費にいたるまでの一貫した監視･指導システムの確立

科学的知見に基づく監視、指導、検査を実施し、これらに関する情報の公開

・提供を行い、消費者の意見を反映してその内容を充実します。

(１)生産環境に関する調査

有害物質等による生産環境や生産物の汚染について、対応マニュアルや
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調査計画を作成し、調査を実施します。

(２)生産資材に関する調査

種苗、農薬、肥料、飼料、動物･水産用医薬品等について、立ち入り調査

を実施します。

(３)生産段階の基準の作成・指導

防除基準や施肥基準等の各種基準を作成するとともに、生産履歴等の記

帳の普及および種苗、農薬、肥料、飼料、動物･水産用医薬品等に関する情

報提供や指導を充実します。

(４)製造･流通段階の監視・指導

食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（ＪＡ

Ｓ法）等による監視指導の内容、体制を強化します。

(５)検査体制の充実

微生物、残留農薬、残留医薬品、遺伝子組み換え食品等に関し、県内で流

通する食品について、検査体制を充実します。

２ 食の安全・安心確保に取り組む事業者が評価され、経営面において有利に

働く環境の整備

消費者、事業者への情報提供の充実や消費者に安全・安心 を提供する事業

者の取り組みに対し支援します。

(１)消費者への情報提供

消費者に対し、食の安全・安心に努力する事業者の情報を発信します。

(２)事業者への情報提供

食に関する法令や生産資材に関する情報等、事業者が必要とする情報を利

用しやすい形で提供します。

(３)自主的な管理体制確立に対する支援

食の安全確保に関する自主管理体制の整備に必要な情報の提供、指導・助

言、技術開発を行います。

(４)自主的な情報発信等に対する支援

消費者が合理的に食を選択できるトレーサビリティーシステムや各種表示

制度の導入などに取り組む事業者に支援します。

３ 情報公開などによる消費者の合理的な選択を促進する環境の整備

消費者が食の安全･安心について十分理解したうえで判断、選択を行えるよ

う、消費者起点の情報提供を充実させます。
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(１)情報提供の推進

インターネットや学習講座などの多様な手段を活用し、消費者が利用しや

すい形での情報提供を推進します。

(２)学校での食に関する教育の推進

子供の頃から、食の安全･安心について考える力を養うため、学校におけ

る食に関する教育を推進します。

(３)相談体制の充実

消費者からの食の安全･安心や食品表示に関する相談等に迅速に対応でき

る体制の充実を図ります。

４ 消費者、事業者などの自主的活動が県民運動へ広がる環境の整備

消費者や事業者などによる主体的な活動を促進し、食の安全･安心への取り

組みが消費者、事業者、行政のパートナーシップによる県民運動として発展す

るための環境整備を進めます。

(１)主体的な活動への支援

食の安全･安心確保のための取り組みを主体的に行う消費者や事業者に対

してその活動を促進するため、人材の育成、情報の提供などの支援を行いま

す。

(２)活動主体の連携･交流の促進

食の安全・安心に関する取り組みを主体的に実施する消費者や事業者など

の活動の情報発信や連携･交流を促進します。

(３)県民運動への展開

県民が食の安全･安心に対する価値観を共有し、食の安全･安心確保の取り

組みが県民運動として全県的に広がるよう、積極的に行動していきます。

５ 施策を効果的に推進するために

県民、事業者、市町村、国との連携を強化するとともに、施策の推進にあた

り効率的な組織を編成します。

(１)県民との協働

食の安全･安心確保のための施策を立案･実施するにあたって、懇話会等の

開催により、消費者、事業者、行政等との相互理解を図るとともに、広く県

民意見を把握し、施策への反映に努めます。

(２)関係自治体･国との協働

食の安全･安心を確保するために、関係自治体及び国と協働して施策を推

進できるよう努めます。
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(３)行動計画の策定

食の安全･安心に関する施策を効果的、総合的に推進するため、施策に関

する行動計画を策定し実行していきます。

平成１５年 １月２８日策定
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【基本方針用語解説】
【 牛海綿状脳症（ＢＳＥ） 】

１９８６年（昭和６１年）に英国で初めて報告された牛の病気で、脳に海綿

状（スポンジ状）の変化を起こし、発症してから２週間から６ヶ月で死亡しま

す。感染してから発病までの潜伏期は２年から８年です。

【 合理的な選択 】

正確な食品の情報、表示により、個人のあらゆるニーズを的確に求められる

ような選択をいいます。

【 科学的知見 】

主に統計学を用いたサンプル抽出をいい、その他、最新の科学的情報を取り

入れた検査、調査手法をいいます。

【 防除基準 】

登録農薬（農薬取締法）の中から、劇毒物や毒性の高いものを極力排除し、

県内各地域の資材展示圃での評価、流通量等を総合的に判断し、県（病害虫防

除所、科学技術振興センター農業研究部、農業改良普及センター等）が「三重

県病害虫防除基準」として作成したもの。農協等が作成する「栽培暦」の指導

基準になっています。

【 施肥基準 】

県（科学技術振興センター農業研究部、農業改良普及センター等）が土壌肥

料学的見地から作物毎の適正施肥量等を５年ごとに決定したもの。農協等が作

成する「栽培暦」への指導基準になっています。

【 生産履歴等の記帳 】

生産現場において、栽培に要した手法、資材の使用方法等、日々の工程を記

録することをいいます。

【 トレーサビリティーシステム 】

食品の安全を確保するために、栽培・飼育から加工、製造、流通などの過程

を明確にし、品質追跡ができるシステムをいいます。

【 パートナーシップ 】

提携、協力関係、連合の意味。経営用語では 「共同経営」や「組合関係」、

の意味で用いられる場合があります。
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食の安全・安心の確保のために

実践編関係様式集

ヒラタケ菌床栽培用
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第１号様式その１

栽培管理記録簿（ヒラタケ菌床栽培用）

生産者名 管理番号等

種菌名又は品種名

（原料等管理記録簿に詳細を記録）※混合攪拌日
混合
攪拌 平成 年 月 日

（原料等管理記録簿に詳細を記録）※容器充填日
容器
充填 平成 年 月 日

※殺菌日
殺菌

平成 年 月 日

※放冷時間

菌床製造 放冷 平成 年 月 日 時 分から
工 程

平成 年 月 日 時 分まで

（原料等管理記録簿に詳細を記録）※接種日

接種 平成 年 月 日

平成 年 月 日

（原料等管理記録簿に詳細を記録）※培養日

平成 年 月 日から

培養 平成 年 月 日まで( 日間)

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで( 日間)

※菌掻き日又は袋開封日
(原料等管理記録簿に詳細を記録)

菌掻き
芽だし工程 袋開封 平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

（注）様式の項目及び内容が明確に記録されていれば、用紙サイズ、形式等は問わない。
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第１号様式その２

栽培管理記録簿（ヒラタケ菌床栽培用）

生産者名 管理番号等

種菌名又は品種名

菌掻き、袋開封ロット数

年月日 合計

芽だし コンテナ数

瓶 数

菌 床 数

育生状態

１週間後 ２週間後 ３週間後 ４週間後
育生 確認日

状 態

※芽出し総数に対し、９０％以上が良好な育生であれば、○
芽だし総数に対し、８０％～８９％が良好な育生であれば △
芽出し総数に対し、７０％以下の良好な育生であれば、×

（作業の前後に、収穫衛生ﾁｪｯｸを行うこと）※収穫日

平成 年 月 日から

平成 年 月 日
収穫工程

平成 年 月 日から

平成 年 月 日

平成 年 月 日から

平成 年 月 日

※作業の前後に選別・包装衛生ﾁｪｯｸを行うこと選別・包装 選別
工 程

※作業の前後に選別・包装衛生ﾁｪｯｸを行うこと包装

※作業の前後に保存・出荷衛生ﾁｪｯｸを行うこと保存・出荷 保存
工 程

※作業の前後に保存・出荷衛生ﾁｪｯｸを行うこと出荷

※処理方法等の詳細を廃菌床管理記録簿に記録廃菌床処理 廃菌床
処 理

（注）様式の項目及び内容が明確に記録されていれば、用紙サイズ、形式等は問わない。
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第１号様式その３

栽培管理記録簿（ヒラタケ菌床栽培用）

生産者名

種菌名又は品種名

収穫した １瓶又は１菌床
収 穫 年 月 日 総収穫量 瓶又は菌床数 平均収穫量

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

（注）様式の項目及び内容が明確に記録されていれば、用紙サイズ、形式等は問わない。
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第２号様式その１

原料等管理記録簿（ヒラタケ菌床栽培用）

生産者名 管理番号等

種菌名又は品種名

種菌名

購入（購入先 ） ・ 自家製造
原 料

（種 菌） 品質（成分）保証書の有無 有 ・ 無

種菌製造日 平成 年 月 日

受け入れ日 平成 年 月 日

接種ロット数

コンテナ数（ ）
接 種

瓶 数（ ）

菌 床 数（ ）

原料（原木）樹種名：

原料（原木）樹種所在地

県 産 材（所在地： ）

県外産材（所在地： ）

原 料 外国産材（原産国名： ）
（おが粉）

成分（品質）の証明書等の確認 有 ・ 無

添加物の有無 有 ・ 無

添加物の有無の確認者

異物混入の有無 有 ・ 無

異物混入の有無の確認者

（注）様式の項目及び内容が明確に記録されていれば、用紙サイズ、形式等は問わない。
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第２号様式その２

原料等管理記録簿（ヒラタケ菌床栽培用）

生産者名 管理番号等

種菌名又は品種名

※菌床製造、芽だし、培養、育生等の工程で使用する水が
異なる場合は、全て記録すること

※水道水を使用の場合は、水質検査不要

使用目的：

水道水 ・ 井戸水 ・ 農業用水 ・ その他（ ）

水質検査記録簿番号 第 号

使用目的：

水道水 ・ 井戸水 ・ 農業用水 ・ その他（ ）

水質検査記録簿番号 第 号

使用目的：

水道水 ・ 井戸水 ・ 農業用水 ・ その他（ ）

水質検査記録簿番号 第 号
原 料
（水） 使用目的：

水道水 ・ 井戸水 ・ 農業用水 ・ その他（ ）

水質検査記録簿番号 第 号

使用目的：

水道水 ・ 井戸水 ・ 農業用水 ・ その他（ ）

水質検査記録簿番号 第 号

使用目的：

水道水 ・ 井戸水 ・ 農業用水 ・ その他（ ）

水質検査記録簿番号 第 号

（注）様式の項目及び内容が明確に記録されていれば、用紙サイズ、形式等は問わない。
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第２号様式その３

原料等管理記録簿（ヒラタケ菌床栽培用）

生産者名 管理番号等

種菌名又は品種名

↓に記録使用していない ・ 使用した

使用目的：

商 品 名：

購入先名：

購 入 日：
原 料 混合品

（栄養材） 品質（成分）の証明書等の有無
有 ・ 無

原料名：

農薬使用（混入）の確認 有 ・ 無

成分（原料）の確認 有 ・ 無

異物混入の確認 有 ・ 無

↓に記録使用していない ・ 使用した

使用目的：

商 品 名：

購入先名：

購 入 日：
原 料 単品

（栄養材） 品質（成分）の証明書等の有無
有 ・ 無

原料名：

農薬使用（混入）の確認 有 ・ 無

成分（原料）の確認 有 ・ 無

異物混入の確認 有 ・ 無

（注）様式の項目及び内容が明確に記録されていれば、用紙サイズ、形式等は問わない。
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第２号様式その４

原料等管理記録簿（ヒラタケ菌床栽培用）

生産者名 管理番号等

種菌名又は品種名

↓に記録使用していない ・ 使用した

使用目的：

商 品 名：

購入先名：

購 入 日：

品質（成分）の証明書等の有無
有 ・ 無

混合品
原料名：

農薬使用（混入）の確認 有 ・ 無

成分（原料）の確認 有 ・ 無

異物混入の確認 有 ・ 無
原 料

↓に記録（添加材） 使用していない ・ 使用した

使用目的：

商 品 名：

購入先名：

購 入 日：

品質（成分）の証明書等の有無
有 ・ 無

単品
原料名：

農薬使用（混入）の確認 有 ・ 無

成分（原料）の確認 有 ・ 無

異物混入の確認 有 ・ 無

（注）様式の項目及び内容が明確に記録されていれば、用紙サイズ、形式等は問わない。
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第２号様式その５

原料等管理記録簿（ヒラタケ菌床栽培用）

生産者名 管理番号等

種菌名又は品種名

培地の充填容器（瓶・袋）の材質名

充填容器 総仕込み本数

コンテナ数（ ）

瓶 数（ ）

菌 床 数（ ）

（注）様式の項目及び内容が明確に記録されていれば、用紙サイズ、形式等は問わない。
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第３号様式その１

廃菌床管理記録簿（ヒラタケ菌床栽培用）

生産者名 管理番号等

種菌名又は品種名

廃棄（掻き出し）年月日日 数量 処理方法・置き場

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

（注）様式の項目及び内容が明確に記録されていれば、用紙サイズ、形式等は問わない。
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第３号様式その２

廃菌床管理記録簿（ヒラタケ菌床栽培用）

生産者名

品 目 名 種菌名
（品種名）

引き渡し年月日 引取先名 数量 引取目的

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

（注）様式の項目及び内容が明確に記録されていれば、用紙サイズ、形式等は問わない。
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第 ４ 号 様 式 そ の １
収 穫 衛 生 チ ェ ッ ク リ ス ト （ 作 業 前 ）

作 業 従 事 者 氏 名 （ ）

点 検 者 氏 名

点 検 内 容 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

・ 清 潔 な 作 業 着 、 作 業 靴 を 着 用 し て い る か 。

・ ボ タ ン 等 の 付 属 物 が と れ か か っ て い な い か 。

・ 清 潔 な 帽 子 又 は ﾍ ｱ ｰ ﾈ ｯ ﾄ を 着 用 し て い る か 。

・ 爪 は 短 く 、 ﾏ ﾆ ｷ ｭ ｱ は 塗 っ て い な い か 。

・ 装 飾 品 を 身 に つ け て い な い か 。
( ﾋ ﾟ ｱ ｽ ・ ｲ ﾔ ﾘ ﾝ ｸ ﾞ ・ ﾌ ﾞ ﾛ ｰ ﾁ 等 )

・ ﾀ ﾊ ﾞ ｺ 等 の 携 帯 品 の 落 下 対 策 を と っ て い る か 。

・ 作 業 前 に 手 洗 い は 済 ま せ た か 。

・ 農 薬 の 無 使 用 の 確 認 を し た か 。

・ 出 血 を 伴 な っ て い る 傷 又 は 、 そ の 可 能 性 の 傷
が あ る 場 合 に は 、 救 急 絆 創 膏 、 手 袋 等 を 着 け
て 、 対 処 し て い る か 。

※ 刃 先 の 状 態 を 把 握 し て お く こ と 。
・ 使 用 す る 包 丁 数

・ 使 用 す る ハ サ ミ 数

・ 使 用 す る カ ッ タ ー 数

（ 注 ） 様 式 の 項 目 及 び 内 容 が 明 確 に 記 録 さ れ て い れ ば 、 用 紙 サ イ ズ 、 形 式 等 は 問 わ な い 。
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第 ４ 号 様 式 そ の ２
収 穫 衛 生 チ ェ ッ ク リ ス ト （ 作 業 後 ）

作 業 従 事 者 氏 名 （ ）

点 検 者 氏 名

点 検 内 容 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

。・ ト イ レ 後 、 手 洗 い を 行 っ た か

ボ タ ン 等 の 付 属 品 は と れ て い な い か 。・

タ バ コ 等 の 携 帯 品 は 無 く な っ て い な い か 。・

・ 作 業 の 合 間 に 間 食 を し な か っ た か 。

・ 著 し い 奇 形 の き の こ は 速 や か に 廃 棄 し た か 。

・ 病 害 が あ る き の こ は 、 速 や か に 廃 棄 し た か 。

・ ﾅ ﾒ ｸ ｼ ﾞ 等 が つ い て い な い こ と を 確 認 し た か 。

・ 救 急 絆 創 膏 を 着 用 し て 作 業 を 行 っ た 場 合 に 、
そ の 救 急 絆 創 膏 が は が れ て い な い か 。

・ 農 薬 、 添 加 物 を 使 用 し な か っ た か 。

・ 収 穫 後 の 包 丁 数

・ 収 穫 後 の ハ サ ミ 数

・ 収 穫 後 の カ ッ タ ー 数

・ 作 業 前 の 刃 先 の 形 状 と 変 わ っ て い な い か 。
（ １ ） 包 丁

（ ２ ） ハ サ ミ

（ ３ ） カ ッ タ ー

（ 注 ） 様 式 の 項 目 及 び 内 容 が 明 確 に 記 録 さ れ て い れ ば 、 用 紙 サ イ ズ 、 形 式 等 は 問 わ な い 。
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第 ５ 号 様 式 そ の １
選 別 ・ 包 装 衛 生 チ ェ ッ ク リ ス ト （ 作 業 前 ）

作 業 従 事 者 氏 名 （ ）

点 検 者 氏 名

点 検 内 容 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

・ 清 潔 な 作 業 着 、 作 業 靴 を 着 用 し て い る か 。

・ ボ タ ン 等 の 付 属 物 が と れ か か っ て い な い か 。

・ 清 潔 な 帽 子 又 は ﾍ ｱ ｰ ﾈ ｯ ﾄ を 着 用 し て い る か 。

・ 爪 は 短 く 、 ﾏ ﾆ ｷ ｭ ｱ は 塗 っ て い な い か 。

・ 装 飾 品 を 身 に つ け て い な い か 。
( ﾋ ﾟ ｱ ｽ ・ ｲ ﾔ ﾘ ﾝ ｸ ﾞ ・ ﾌ ﾞ ﾛ ｰ ﾁ 等 )

・ ﾀ ﾊ ﾞ ｺ 等 の 携 帯 品 の 落 下 対 策 を と っ て い る か 。

・ 作 業 前 に 手 洗 い は 済 ま せ た か 。

・ 農 薬 は 使 用 し て い な い か 。

・ 出 血 を 伴 な っ て い る 傷 又 は 、 そ の 可 能 性 の 傷
が あ る 場 合 に は 、 救 急 絆 創 膏 、 手 袋 等 を 着 け
て 、 対 処 し て い る か 。

※ 刃 先 の 状 態 を 把 握 し て お く こ と 。
・ 使 用 す る 包 丁 数

・ 使 用 す る ハ サ ミ 数

・ 使 用 す る カ ッ タ ー 数

適 正 な 包 装 材 料 を 使 用 し て い る か 。・

包 装 用 袋 は 清 潔 で あ り 、 中 に 異 物 等 は な い か 。・

・ 異 物 混 入 の 目 視 確 認 を 行 っ た か 。

選 別 、 包 装 ま で の 間 、 き の こ を 直 射 日 光・
の 当 た ら な い 清 潔 な 冷 暗 所 に 保 存 し て い
た か 。

（ 注 ） 様 式 の 項 目 及 び 内 容 が 明 確 に 記 録 さ れ て い れ ば 、 用 紙 サ イ ズ 、 形 式 等 は 問 わ な い 。
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第 ５ 号 様 式 そ の ２
選 別 ・ 包 装 衛 生 チ ェ ッ ク リ ス ト （ 作 業 後 ）

作 業 従 事 者 氏 名 （ ）

点 検 者 氏 名

点 検 内 容 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

。・ ト イ レ 後 、 手 洗 い を 行 っ た か

ボ タ ン 等 の 付 属 品 は と れ て い な い か 。・

タ バ コ 等 の 携 帯 品 は 無 く な っ て い な い か 。・

・ 作 業 の 合 間 に 間 食 を し な か っ た か 。

・ 著 し い 奇 形 の き の こ は 速 や か に 廃 棄 し た か 。

・ 病 害 が あ る き の こ は 、 速 や か に 廃 棄 し た か 。

・ ﾅ ﾒ ｸ ｼ ﾞ 等 が つ い て い な い こ と を 確 認 し た か 。

・ 救 急 絆 創 膏 を 着 用 し て 作 業 を 行 っ た 場 合 に 、
そ の 救 急 絆 創 膏 が は が れ て い な い か 。

・ 農 薬 、 添 加 物 を 使 用 し な か っ た か 。

・ 収 穫 後 の 器 具 数 量 確 認
（ １ ） 包 丁

（ ２ ） ハ サ ミ

（ ３ ） カ ッ タ ー

・ 刃 先 の 形 状 は 、 収 穫 前 と 変 わ っ て い な い か 。
（ １ ） 包 丁

（ ２ ） ハ サ ミ

（ ３ ） カ ッ タ ー

包 装 袋 等 に き の こ の 正 式 な 和 名 （ 名 前 ） を 表 示・
し て い る か 。

（ 注 ） 様 式 の 項 目 及 び 内 容 が 明 確 に 記 録 さ れ て い れ ば 、 用 紙 サ イ ズ 、 形 式 等 は 問 わ な い 。
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第 ６ 号 様 式
保 存 ・ 出 荷 衛 生 チ ェ ッ ク リ ス ト

作 業 従 事 者 氏 名 （ ）

点 検 者 氏 名

点 検 内 容 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

・ 清 潔 な 作 業 着 、 作 業 靴 を 着 用 し て い る か 。

・ ボ タ ン 等 の 付 属 物 が と れ か か っ て い な い か 。

・ 清 潔 な 防 止 又 は ﾍ ｱ ｰ ﾈ ｯ ﾄ を 着 用 し て い る か 。

・ 爪 は 短 く 、 ﾏ ﾆ ｷ ｭ ｱ は 塗 っ て い な い か 。

・ 装 飾 品 を 身 に つ け て い な い か 。
( ﾋ ﾟ ｱ ｽ ・ ｲ ﾔ ﾘ ﾝ ｸ ﾞ ・ ﾌ ﾞ ﾛ ｰ ﾁ 等 )

・ ﾀ ﾊ ﾞ ｺ 等 の 携 帯 品 の 落 下 対 策 を と っ て い る か 。

・ 作 業 前 に 手 洗 い は 済 ま せ た か 。

・ 農 薬 は 使 用 し て い な い か 。

・ 出 血 を 伴 な っ て い る 傷 又 は 、 そ の 可 能 性 の 傷
が あ る 場 合 に は 、 救 急 絆 創 膏 、 手 袋 等 を 着 け
て 、 対 処 し て い る か 。

適 正 な 包 装 材 料 を 使 用 し て い る か 。・

包 装 用 袋 は 清 潔 で あ り 、 中 に 異 物 等 は な い か 。・

・ 異 物 混 入 の 目 視 確 認 を 行 っ た か 。

ま で の 間 、 き の こ を 直 射 日 光 の 当 た・ 出 荷
ら な い 清 潔 な 冷 暗 所 に 保 存 し て い た か 。

・ 包 装 袋 等 の 破 れ や ピ ン ホ ー ル 等 の 欠 陥
は 無 か っ た か 。

（ 注 ） 様 式 の 項 目 及 び 内 容 が 明 確 に 記 録 さ れ て い れ ば 、 用 紙 サ イ ズ 、 形 式 等 は 問 わ な い 。
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第７号様式

水質検査記録簿

管理番号【 】

採水場所

採 水 日

検 査 日

検査機関

項 目 分析結果 基 準 値

１ 一般細菌 1ml の検水で形成される集落数が100
以下であること

２ 大腸菌群 検出されないこと

管理番号【 】

採水場所

採 水 日

検 査 日

検査機関

項 目 分析結果 基 準 値

１ 一般細菌 1ml の検水で形成される集落数が100
以下であること

２ 大腸菌群 検出されないこと

管理番号【 】

採水場所

採 水 日

検 査 日

検査機関

項 目 分析結果 基 準 値

１ 一般細菌 1ml の検水で形成される集落数が100
以下であること

２ 大腸菌群 検出されないこと

（注）様式の項目及び内容が明確に記録されていれば、用紙サイズ、形式等は問わない。
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第８号様式

是正措置記録簿（出荷自粛・出荷停止）

品 目

品 種

管理番号

年月日 出荷自粛・停止 理 由 等

（注）様式の項目及び内容が明確に記録されていれば、用紙サイズ、形式等は問わない。
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第９号様式

農 薬 管 理 台 帳

区 分 年／月／日 有効期限 仕入先 単位 １単位 使用場所 入庫 出庫
年／月／日 の量 在庫数量

数量 確認者 保管場所 数量 確認者

（ 注 ） 様 式 の 項 目 及 び 内 容 が 明 確 に 記 録 さ れ て い れ ば 、 用 紙 サ イ ズ 、 形 式 等 は 問 わ な い 。
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三重県版きのこ品質・衛生管理マニュアル

～ 食の安全・安心の確保を目指して ～

（ヒラタケ菌床栽培用）

平成１６年９月１日発行

このマニュアルに関してのお問い合わせ先

三重県環境森林部 林業経営室

〒５１４－８５７０ 三重県津市広明町１３番地
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ＦＡＸ ０５９－２２４－２０７０


